
入 札 公 告 
  

 

国立大学法人筑波大学において、下記のとおり一般競争入札に付します。 
 

                      記 
 

 １ 競争入札に付する事項 

(1) 調 達 件 名    汚物処理システム 3式（リバースオークション対象案件） 

(2) 規格及び数量    詳細は仕様書のとおり 

(3) 納 入 期 限    令和6年8月30日 

(4) 納 入 場 所    国立大学法人筑波大学附属病院B棟5階NICU病棟 

5階GCU病棟 

6階つくば市バースセンター 

  

２ 仕様書、契約条項並びに入札の説明等をする日時及び場所等 

本件は、仕様書等関係書類の交付をもって当該説明を省略する。 

仕様書等関係書類は、リバースオークションシステム上にて配布するので、本件の入札に

参加を希望する場合は、下記ＵＲＬよりダウンロードすること。なお、この競争に参加できる

者は、以下に示す競争参加に必要な資格を有する者で、かつ、システムの登録手続きを事前に

済ませた者に限られるので、下記ホームページを確認の上、登録手続きを行うこと。 

仕様書等関係書類交付場所   

リバースオークションシステム：https://www.deecorp.co.jp/ 

新規会員登録：https://with.deecorp.jp/dee/supentry/Index.do 

  本件本学担当者：国立大学法人筑波大学病院総務部管理課契約管理係  

𠮷田（電話番号029-853-3515） 

  

３ 競争参加資格の確認のための書類等の提出期限等 

(1) 提出方法 リバースオークションシステム（https://www.deecorp.co.jp/）上にて提出 

(2) 提出期限 令和６年１月１５日 １２時００分 

 

４ 同等品以上のもので参加する場合の取扱い 

    同等品以上のもので参加を希望する場合は、仕様書に従い同等品以上であることを証明で

きる書類等を「リバースオークション入札の注意事項」により提出する必要がある。本学が

同等品以上と認めた場合のみ参加することができる。 

 

５ 入札の日時及び方法等 

    本件の入札はリバースオークション方式（インターネット上により安値で競り合う競り下 

げ方式）で行う。 

   詳細は「リバースオークション入札の注意事項」を参照のこと。 

リバースオークションシステム：https://www.deecorp.co.jp/  

 

 ６ 入札方法 

落札決定に当たっては、入札した金額に当該金額の１０パーセントに相当する額を加算した

金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）を

もって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札する

こと。 

https://with.deecorp.jp/dee/supentry/Index.do
https://www.deecorp.co.jp/


 

７ 競争に参加する者に必要な資格 

(1) 国立大学法人筑波大学財務規則施行規程第４６条の規定に該当しない者であること。なお、

未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、

同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

(2) 国立大学法人筑波大学財務規則施行規程第４７条の規定に該当しない者であること。 

(3) 国の競争参加資格（全省庁統一資格）又は国立大学法人筑波大学の競争参加資格のいずれ

かにおいて令和6年度に関東・甲信越地域の「物品の販売」の「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」又は

「Ｄ」等級に格付けされている者であること 

(4) 契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

   

８ 入札保証金及び契約保証金 

     免除する。  

 

９ 契約書の作成 

    契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 

 

10 落札者の決定方法 

    国立大学法人筑波大学財務規則施行規程第５３条の規定に基づいて作成された予定価格の

制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を交渉権者とする。 

 

 

                                 以上公告する。 

 

   令和6年1月5日 

    

                              国立大学法人筑波大学 

                              分任契約担当役 

附属病院長  原    晃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



リバースオークション入札の注意事項 

 

１．リバースオークション入札の手順 

本競争は、リバースオークションシステムを利用した、電子入札方式で実施する。参加にあたっては、

システムの登録手続きが必要となるため、下記ホームページを確認の上、登録手続きを行いシステム上に

て入札すること。 

1.1 利用システム 

ディーコープ株式会社：https://www.deecorp.co.jp/ 

新規会員登録：https://with.deecorp.jp/dee/supentry/Index.do 

※なお、システムの登録手続きは、必要な書類をディーコープ株式会社で受理後、数日を要するので

注意すること。 

1.2 リバースオークション参加資格 

入札公告に示す競争参加に必要な資格を有する者で、かつ、上記利用システムのID等の登録を事前に

済ませた者に限られる。更にシステム上において案件毎に競争参加の意思表示を行う必要がある。 

1.3 リバースオークション参加手順 

本競争に参加を希望する者は、システム上において 2 回、競争参加の意思表示を行う必要がある。手

順については下記の通りとなるので、熟読の上、競争に参加すること。 

 

1.3.1【１回目】 

１回目の案件公開は、競争参加を希望する者が参加意思を表明するために行う。１回目の案件には、

入札件名の前に【募集】と表示するので、本競争に参加を希望する者は、後記９．に示す、 

① 競争参加資格の確認のための書類 

② 納入できることを証明する書類 

（①と②を合わせて以下「競争参加者の確認書類」という。）を、後記９．に記載の期日までにシステ

ム上において提出することで、競争参加の意思を表示しなければならない。 

ただし、例示品以外の物品で入札に参加を希望する場合には、 

① 競争参加資格の確認のための書類 

をシステム上で提出することに加えて、 

② 納入できることを証明する書類 

③ 提案物品が例示品と同等品以上であることを証明する書類 

を、後記７．に記載の期日までに必要部数を紙媒体にて提出すること。 

本学が参加を認めた場合のみ、本競争に参加することができる。その場合、システム上にて「商談開

始」の通知を行うので、本競争に参加を希望する者は、「商談開始」通知を受理した場合のみ、２回目

の意思表示を行うことができる。 

 

※注意事項 

・システム上で、上記の書類を提出するためには、システム上の「見積回答フォーム」より、添付ファ

イルとして提出しなければならない。この際、システム上、金額を入力しなければならないが、１回

https://with.deecorp.jp/dee/supentry/Index.do


目の案件公開は、金額の提示ではなく、参加の意思表示を行うためのものであるので、「０円」にて

金額を入力すること。なお、１回目の金額入力後、順位が１位となった場合であっても交渉権者とは

ならないので留意すること。 

・「商談開始」の通知は、本学での審査が完了してから行う。なお、審査には数日から１週間程度要す

る場合も有る。 

 

1.3.2【２回目】 

２回目の案件公開は、１回目の書類提出後、合格となった者のみを対象に行う。２回目の案件には、

入札件名の前に【競争】と表示するので、合格となった者は、システム上にて金額を入力することで入

札を行うものとする。 

 

※注意事項 

・２回目の案件公開では、システム上にて入力された金額を入札価格とするので、システム上での見

積書の添付は不要とする。 

 

 ２．入札開始日時    本学が入札への参加を認めた競争加入者のみに通知 

 

 ３．入札締切日時    令和6年1月26日 １４時００分 

 

４．落札決定に当たっては、入札した金額に当該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金

額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約

金額の１１０分の１００に相当する金額を入札すること。 

  なお、予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって入札をした者を、契約の交渉権者とする。 

 

５．いったん入力された入札金額は、変更、取消しをすることができない。 

 

６．落札決定の日から７日以内（契約の相手が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定する期日）に契

約書の取り交わしをするものとする。 

 

７．競争加入者等に要求される事項 

この一般競争に参加を希望する者は、競争参加者の確認書類を下記の期日までに提出すること。例示品

以外の物品で入札に参加を希望する者は、提案物品が例示品と同等品以上であることを証明する書類を競

争参加者の負担において作成し、競争参加者の確認書類と併せて提出すること。なお、本学職員から当該

書類その他入札公告において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者又は代理人

の負担において完全な説明をしなければならない。 

①  競争参加資格の確認のための書類  …システム上にて提出 

・令和6年度の一般競争(指名競争)参加資格審査結果通知書 

（全省庁統一資格又は国立大学法人筑波大学の競争参加資格）の写し ・・・・・・・・・・ １部 



 

 

② 納入できることを証明する書類   …システム上にて提出（例示品以外の物品で入札 

に参加を希望する場合は紙媒体で提出） 

・代理店証明書（販売代理店が参加する場合）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １部 

・定価（価格）証明書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １部 

・納入実績表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １部 

・参考見積書（別紙留意事項を確認のうえ作成）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １部 

・アフターサービス・メンテナンスの体制表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １部 

・外国製品による場合は次の書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １部 

(1)インボイス等仕入原価及び諸掛を明らかにした書類（写） 

(2)上記(1)の書類を提出できない場合は、輸入元（販売総代理店を含み、国内販売価格を設定してい 

る企業）からの、「インボイス等輸入関係書類の不提出理由書」 

 

 

③ 例示品と同等品以上であることを証明する書類 …紙媒体にて提出 

・仕様書に示す技術的要件の項目に応じて入札機器の性能等を数値または 

具体的な表現で記載した技術仕様書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３部 

・提案物品すべてのカタログ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３部 

  （注）上記提出書類の他、補足資料の提出を求める場合がある。 

 

■提出期限 

令和6年1月15日(月)１２時００分 

 

■提出場所 

〒３０５－０８２１ 茨城県つくば市天久保 ２丁目１番１ 

国立大学法人筑波大学病院総務部管理課契約管理係 𠮷田 紫苑 

 電話番号：０２９－８５３－３５１５ 

 

８．その他 

この契約に必要な細目は、以下によるものとする。 

・国立大学法人筑波大学契約事務取扱細則 

https://www.tsukuba.ac.jp/about/disclosure-ho-kisoku/s-03/ 

・物品供給契約基準 

https://www.tsukuba.ac.jp/about/bid-contract/#kijun 

 

 

 

 



 技術審査申請書 

 

令和  年  月  日 

 

国立大学法人筑波大学 殿 

 

（申請者） 

                   住  所 

                   会 社 名 

                   代表者名 

 

下記の入札に関し、関係書類を提出しますので技術審査願います。 

 

記 

 

１ 入札の件名 

   汚物処理システム 3式    

２ 添付書類 

（１）令和６年度の資格審査結果通知書（全省庁統一資格又は国立大学法人筑波大学の競争参 

加資格）の写し：１部 

（２）アフターサービス・メンテナンス体制が整備されていることを証明する書類：１部 

（３）代理店証明書（販売代理店が参加する場合）：１部 

（４）入札機器のカタログ：１部 

（５）入札物品の参考見積書：１部  

（６）入札機器の価格表又は定価証明書：１部 

（７）入札機器（関連製品を含む。）の納入実績表（不提出の場合は、理由書を提出すること。）：１部 

   ※国立大学附属病院の納入実績の他、民間病院等の納入実績も含まれていることが望ましい。 

(8-1) インボイス等仕入原価及び諸掛を明らかにした書類（写）:１部 

(8-2) 上記(9-1)の種類を提出できない場合は、輸入元（販売総代理店を含み、国内販売価格を設定している企業 

から）のインボイス等輸入関係書類の不提出理由書：１部 

（９）例示品と同等品以上であることを証明する書類 

・仕様書に示す技術的要件の項目に応じて入札機器の性能等を数値または具体的な 

表現で記載した技術仕様書：３部 

・提案物品すべてのカタログ： ３部 

 



別紙 

 

【参考見積書の提出に係る留意事項】 

 

提出していただく見積書は、応札希望者から本学の契約事務の一環として市

場調査するために提出していただく書類です。 

したがって、見積書に記載する価格は安易に契約不可能な価格を記載するこ

とがないよう、且つ、見積書と応札価格に極端な乖離が生じないよう仕様書の

内容を十分に精査したうえで価格を記入し提出願います。 

 また、応札価格は提出された見積書の価格と同価又はそれ以下となるよう応

札願います。万が一、応札価格が見積書の価格よりも高くなるような事態が生

じた場合には、本学の適正な契約手続を妨害した不誠実な行為として、取引停

止措置を講じる場合があります。 

 本学で取引停止措置を講じた場合には、他の国立大学法人や国の関係機関

（以下、「国立大学法人等」という。）にその情報が通知されますので、その

情報を受けた国立大学法人等においても取引停止措置を講じる場合があること

を認識願います。 

 なお、見積書を提出された応札希望者は、必ず入札に参加していただくよう

お願いいたします。見積書を提出された応札希望者が入札に参加しない場合、

適正な入札執行ができない事態もあり得ることから、上記と同様に本学に対す

る不誠実な行為として、取引停止措置を講じる事案となり得ることも併せて認

識願います。 



仕  様  書 

 

1．調達物品名   汚物処理システム 3式  

        

2．規格及び数量   別紙のとおり 

             

3．納 入 期 限   令和 6年 8月 30日  

 

4．納 入 場 所   筑波大学附属病院 B棟 

5階 NICU病棟 

           5階 GCU病棟 

            6階つくば市バースセンター 

 

5．支 払   検査終了後、適法な請求書を受理した日から起算して 40日以内に 

支払うものとする。 

 

6．そ の 他  

(1) 本学附属病院担当職員の指示により搬入、据付、調整等を行うものとする。 

 

(2) 本機器について、納品検収後、正常な使用状態において発生した障害については、

無償にて修理または交換を供給者側が行うものとし、その保証期間を 1年間とする。 

               

(3) この契約に必要な細目は、国立大学法人筑波大学契約事務取扱細則及び物品供給契 

約基準によるものとする。 

        

(4) その他詳細については、本学附属病院担当職員の指示によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



調達物品に備えるべき技術的要件 

 

1．調達物品の規格及び数量 

   汚物処理システム 3式（内訳は別紙のとおり） 

 

上記例示品または同等品以上とする。 

 

2．同等品以上のもので参加する場合 

同等品以上のもので参加を希望する者は、あらかじめ同等品以上であることを証明 

できる書類を令和 6 年 1 月 15 日(月)12 時 00 分までに提出し、本学が同等品以上 

と認めた場合のみ参加することができる。 

 

3．性能、機能に関する要件 

 3-1 汚物処理システム 3式は、以下の要件を満たすこと。 

3-1-1 汚物が入った便・尿器をそのままセットするだけで処理を実現すること。 

3-1-2 汚物容器を作業者の正面からセットする前面ドア方式であり、ドアは、自動 

により開閉し始動スイッチを押すと洗浄、消毒、乾燥の全工程が自動的に実現 

できる装置であること。 

3-1-3 器具の汚れに応じた 3種類の洗浄プログラムを選択できるスイッチを有して 

いること。 

3-1-4 扉の開閉は、赤外線センサー又はフットペダルで自動開閉式であること。 

3-1-5 蛋白凝固防止のため、最初に冷水洗浄の後、温水洗浄すること。 

3-1-6 機器本体内に貯水タンクがある為、水圧による洗浄効果の差をなくし、均一 

な洗浄効果を得ること。 

3-1-7 洗浄後の水滴が残らないように洗浄室の形状はコーナーに丸みと傾斜のある 

プレス一体成型構造であること。 

    3-1-8 被洗浄物の内側、側面、背面、上面等全方向から洗浄できる構造で、洗浄ノズ 

ル構成が伸縮式大型回転ノズル 1、固定ノズル 4、回転ノズル 7の合計 12個を有

していること。 

  3-1-9  洗浄完了後、独立した内蔵水蒸気発生器による熱消毒を実現していること。 

  3-1-10 新しい洗浄・消毒装置の国際規格 ISO15883-3に認証した A0値による消毒管 

理ができる機能を有していること。 

    3-1-11 A0値は最低 60～3000まで設定可能であること。 

    3-1-12 消毒管理は従来の「消毒温度・消毒時間」と国際規格の「A0値」の 2方式か 

ら選択できること。 

    3-1-13 消毒管理を「消毒温度・消毒時間」に選択したときの温度は 70℃～95℃、時 

間は 30秒～600秒まで可変できること。 

    3-1-14 毎回、全ノズルから蒸気を噴射して、ノズル及び、貯水タンク内を消毒でき 

る為消毒剤を用いる必要性がないこと。 

    3-1-15 ポンプによるリンス剤（スケール除去剤、水滴付着防止剤）自動ミキシング 

機能を標準装備していること。 



    3-1-16 最終工程で、外気を取り入れ残留蒸気を排水トラップの後部に排出し、槽内 

に逆流しない構造で乾燥機能を有していること。 

3-1-17 扉は、蒸気が一切外部に漏れない完全密閉式であること。 

3-1-18 工程の進行状況を日本語（カタカナ）で表示すること。 

3-1-19 運転中は安全装置によりドアが開かないこと、及び完全に工程が終了しない 

とドアが開かないこと。 

    3-1-20 トラブル発生の際は自動的に緊急停止して警報を鳴らし、エラーの内容を表 

示すること。 

3-1-21 温度制御センサーは、あえて一番条件の悪い洗浄槽の下部に設置し制御を行 

っており、さらに、2個のセンサーでより精密温度管理を行っていること。 

3-1-22 排水詰りセンサーを標準装備していること。 

3-1-23 洗浄装置の行程・内部等で起こっている状況をデータ管理できる機能を備え 

ていること。 

3-1-24 メンテナンス及び保守点検は全て全面よりのアクセスに対応可能とすること。 

3-1-25 材質はステンレス製であること。 

3-1-26 電源は 3相、もしくは単相 200Vアース付き設計であること。 

3-1-27 本体サイズは W500mm×D450mm×H1730mm以内であること。 

3-1-28 洗浄バスケット及びポータブルトイレラックを汚物処理システム 1 式につき、 

各 1個ずつ装備していること。 

 

4. 搬入・据付・調整等 

4-1 調達物品は、本学が指定した場所に搬入・設置すること。 

4-2 調達物品の納入にあたっては、本学と協議を行い、本学の指示に従うこと。 

4-3 調達物品の搬入に必要な運送料、保険料およびその他一切の経費は、本調達に含 

むものとする。 

4-4  調達物品は、必要な設定をした上で調達物品の動作確認を行い引き渡すものとす 

る。 

4-5  納入にあたっては、供給者が責任をもって行うものとし、事故等に関して一切の 

責任を負うものとする。 

4-6  その他、不明な点は本学の指示に従うものとする。 

 

5. 保守体制等 

5-1 保守体制等 

5-1-1 通常の使用で発生した故障の修理及び定期的保守点検を実施できる体制であ 

ること。 

5-2 契約不適合責任 

5-2-1 発注者は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適 

合しないもの（以下「契約不適合」という。）であるときは、受注者に対し、 

その物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求 

することができるものとする。 

  5-2-2 前 5-2-1の契約不適合の場合において、発注者がその不適合を知った日から 1

年以内にその旨を乙に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、 



履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をするこ 

とができないものとする。 

 

6. 障害支援体制等 

6-1 障害時において復旧のための通報を受けてから 24 時間以内に電話で対応できる 

体制であること。 

6-2 修理及び点検を行う具体的な担当部署や対応窓口の連絡体制を示すこと。 

 

7. その他 

7-1 調達物品使用者のために、導入時使用説明会を納品後 1回以上開催すること。 

なお、説明会は、納入期限までに実施するものとして、本学担当者と打合せの上、 

日時を決定すること。 

7-2 取扱説明書は、2部納品すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別 紙 

 

品    名 製造会社 規  格 数量 備 考 

汚物処理システム   3式  

内  訳     

汚物処理システム 独国MEIKO社  3式 

B棟 5階 NICU 

〃  GCU 

B棟 6階つくば市バースセ

ンター 

洗浄消毒器   〃 TOPLINE20AT   3  

マイコ用洗浄バスケット 

L スライド式 
   〃 

TL-

BKSL 
3  

マイコ用ポータブルトイレ 

ラック Ver3 
  〃 TL-PTRⅢ 3  

搬入設置費   

 

3 
B棟 5階 NICU 

〃  GCU 

B棟 6階つくば市バースセ

ンター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



物品供給契約書（案） 
 

供給すべき物品の表示   汚物処理システム ３式 （内訳は別紙のとおり）  

代 金 額       金〇〇，〇〇〇，〇〇〇円也 

うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金〇，〇〇〇，〇〇〇円也(消費税法第２８条第１項及

び第２９条並びに地方税法第７２条の８２及び第７２条の８３の規定により算出したもので、代金額に

１１０分の１０を乗じて得た額である。) 

国立大学法人筑波大学 分任契約担当役 附属病院長 原  晃（以下「甲」という。）と供給者  

（以下「乙」という。)との間において、上記の物品(以下｢物

品｣という。)について、上記の代金額で次の条項により供給契約を結ぶものとする。 

 

第１条  乙は、甲に対し物品の供給をするものとする。 

第２条  物品は、国立大学法人筑波大学附属病院Ｂ棟５階 NICU病棟、GCU病棟及び６階つくば市バー 

スセンターに納入するものとする。 

第３条 物品の納入期限は、令和６年８月３０日までとする。 

第４条 納品書(給付完了の通知)は、国立大学法人筑波大学病院総務部管理課に送付するものとする。 

第５条  代金は 1回に支払うものとし、検査終了後、適法な請求書を受理した日から起算して４０日以

内に支払うものとする。 

第６条  代金の請求書は、国立大学法人筑波大学病院総務部管理課に送付すべきものとする。 

第７条 この物品について、乙が引渡しを完了したのち、１２月(または１年)以内に、甲がかしを発見 

したときは、ただちに物品または物品の部品を取替えるものとし、この取替えに要した費用は 

すべて乙の負担とする。 

第８条 甲は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適 

合」という。）であるときは、乙に対し、その物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる 

履行の追完を請求することができるものとする。 

２ 前項の契約不適合の場合において、甲がその不適合を知った日から１年以内にその旨を乙に通知しない 

ときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び 

契約の解除をすることができないものとする。 

第９条 この契約に定めるもののほか、必要な細目は、国立大学法人筑波大学契約事務取扱細則及び物 

品供給契約基準によるものとする。 

第１０条 この契約について、検査の円滑な実施を図るため、乙は甲の行う検査に協力するものとする。 

第１１条 この契約について、甲乙間に紛争を生じたときは、両者協議により、これを解決するものと 

する。 

第１２条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、甲乙間において協議 

して定めるものとする。 

 

上記契約の成立を証するため甲乙は次に記名し印を押すものとする。 

この契約書は 2通作成し、双方で各 1通を所持するものとする。 

 

 

 



令和６年 月 日 

 

甲  茨城県つくば市天久保２丁目１番地１ 

国立大学法人筑波大学 

分任契約担当役 

附属病院長  原    晃 

 

 

 乙   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別 紙 

 

品    名 製造会社 規  格 数量 単価 金 額 

汚物処理システム 
  ３式   

内  訳 
     

汚物処理システム   
３式   

洗浄消毒器   
３   

マイコ用洗浄バスケット 

L スライド式 

  
３   

マイコ用ポータブルトイレ   
３   

搬入設置費   
３式   

小    計      

消費税額及び 

地方消費税額 
     

合    計      

 

 

 

 


